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　実態は労働者派遣でありながら、請負等の名目で派遣
を受け入れる違法な「偽装請負」とならないよう、派遣と
請負等との適正区分の解釈・運用、実務対応について詳
解。平成27年に施行された「労働契約申込みみなし制度」
に関して今後起こり得る問題、裁判実務にも詳細に触れ、
派遣契約書等のモデルと解説も盛り込んでいる。

多様な派遣形態と
みなし雇用の法律実務

労働者派遣の本質とその問題をとらえ、
具体的な実務対応策を押さえる。他に類書はありません！
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　第１章　派遣先等への「労働契約申込みみなし」制度とは
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　第５章　承諾により成立する直接雇用の契約内容
　第６章　派遣元との労働契約が無期雇用の場合の「労働契約申込みみなし」の適用を
　　　　　めぐる問題
　第７章　派遣先の派遣法違反についての善意無過失の立証をめぐる問題
　第８章　都道府県労働局長による「労働契約申込みみなし」に関する行政指導をめぐって
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（中賃審・29年度地域別最賃改定の目安を答
申）全国で22円から26円の引上げを提示／
（厚労省・制度創設後初の集計）ストレスチェ
ックの実施率82.9％、受検率は78％／（28年
度・労災保険給付等の状況）支払総額は約
7357億円、新規受給者数は約63万人／ほか
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ビジネスセミナー「労働塾」のご案内http://rouki.chosakai.ne.jp/
バックナンバーが閲覧できます!!
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新庄労働基準監督署長　松岡隆夫 ─ 54●労務相
談室だより ─ 56

労働基準法は、事業の種類を問わず、基本的には継続するすべての事業に適用され、適用は工場や営業所など「事業」（事業ま
たは事務所）単位である。国外では、出張業務の場合に適用され、国内事業で採用されていれば、国籍に関係なくすべての労
働者が適用対象である。また、労働基準法が適用される労働者は、事業または事務所に使用され、賃金の支払いを受けている
者であり、使用者は、事業主、事業の経営担当者、事業の労働者に関する事項について事業主のために行為する者である。今
回は、労働基準法の適用範囲、適用単位、労働基準法の適用を受ける労働者、使用者の範囲などについてみていく。

業種を問わず基本的には
すべての事業に適用される
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───── 35宮川晃　雇用環境・均等局長
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広く行われてきた「隠れた懲戒処分」
人事権濫用か否か慎重に判断すべき

第38講　労働審判の実例④　配転命令の拒否⑵

（北海学園大学法学部教授・弁護士　淺野高宏）
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～株式会社シーボン～

女性が長く働き続けられる環境を整備
プロの「人財」が現場で活躍




